
職親企業登録 ガイダンス

日本財団



ガイダンス

職親プロジェクトに登録を希望する企業の方へ

⚫ 職親プロジェクト活動内容

⚫ 申込から登録までの手順

⚫ 必要書類の確認と記載方法

⚫ 雇用に関する支援制度等

をお伝えし、初めての受刑者等雇用の不安を解消し、スムーズに行えるようにする。



職親プロジェクトの活動について



日本財団職親プロジェクト要綱 令和5年6月1日 制定
第 1 章 総則  
（名称） 
第１条 
本プロジェクトは、「日本財団職親プロジェクト」と称する。  
 
（目的） 
第２条 
本プロジェクトは、日本財団、法務省をはじめとする関係省庁、企業、NPO、元受刑者らによ
る自助組織などとともに、社会全体からの支援を得て、少年院出院者・刑務所出所者（以下
「対象者」という）の更生・社会復帰を就労・教育・住居・仲間作りの面から包括的に支える
ことで、対象者が前向きに生きるため「やり直しの出来る社会」を作ることを目的とする

（事業） 
第３条 
本プロジェクトは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。  
１.一人をみんなで支える仕組づくりを行う。 
２.就労や住居、教育、仲間作りを含めた包括的な支援を行う。 
３. その他「誰でもやり直しが出来る社会」を目指した取り組みを行う。 



全国の職親プロジェクト参加企業数状況
（2026.3.31現在）

● 全国の職親企業数 1500社

● 全国に3拠点事務局、２２支部が活動中

職親プロジェクトで就労した受刑者の数
・2013年2月～2026年3月末 1384人
・2025年4月～2026年3月末  262人(2025年度）

職親で就労+満期・服役経験者で就労総合計
・2013年2月～2026年3月末 1829人
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５つの支部事業

➀職親企業における雇用拡大
と就労継続率の向上

・支部内職親企業出所者等雇用実績率 30%
・支部内対象者就労１年継続率 ３年後に70%

②地域モデル構築

・広報活動
・地域連携による共同事業（シンポジウム）
・弁護士等専門職窓口の設置
・支援者団体との連携・情報交換
・ブロック連絡会議

③支部運営及び活動推進

・支部の運営
・支部参加職親企業の情報交換
・職親企業研修の実施
・支部連絡会議
・対象者相談対応・情報交換
・教育プログラムの提供

④仕事フォーラム

・施設との連携
・支部との参加企業調整

⑤職業体験（モデル事業）

・矯正施設内職業体験・VR職業体験
・インターンシップの導入
・施設内教育支援の実施



参加申込みから登録まで



職親プロジェクト参加するには、
２通りの参加方法があります。

①参加方法１
【職親企業】としての参加

②参加方法２
【職親サポーター】としての参加



参加方法１

【職親企業】
出所者・出院者を雇用可能な企業
＜求人掲載、雇用、助成金が利用できます＞

本プロジェクトを構成する以下の要件を全て満たす法人で、拠点事務局等に対し
本プロジェクトへの参加を申込み、拠点事務局及び拠点事務局等に設置された幹事
会によって承認した法人または個人をいう。

(1)第1条に定める本プロジェクトの目的に賛同していること。
(2)本プロジェクトに参加していることを、社内・社外に公表すること。
(3)拠点事務局等は拠点事務局等が指定する者による第6条にある対象者の就労状況
視察を受け入れること。 
(4)協力雇用主に登録していること。
(5)厚生労働省が所管するハローワークに事業主として登録すること。
(6)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者との関わ
りがないこと。



参加方法２

【職親サポーター】
雇用はむずかしいが職親プロジェクトに賛同し参加を希望される場合
＜助成金の利用については各事務局又は本部事務局にお尋ねください＞

本プロジェクトを構成する以下の要件を全て満たす法人で、拠点事務局等に対し本
プロジェクトへの参加を申込み、拠点事務局及び拠点事務局等に設置された幹事会に
よって承認した法人または個人をいう。

(1)職親プロジェクトの目的に賛同している
(2)本プロジェクトに参加していることを、社内・社外に公表することができる
(3)雇用はむずかしいが、職親プロジェクトの活動を推進するにあたって、拠点事務局

 等及び各支部と連携し積極的に活動を行うことができる



参加方法１ 職親企業（雇用有）として参加を希望する場合
本登録をお願いします。
※協力雇用主登録が未登録の場合は、
協力雇用主に登録済み後に、
改めて参加申し込みをお願いします。

【本登録 企業】

①職親プロジェクトの活動に参加できます。
②職親プロジェクトの助成金制度を利用できます。
③ハローワークを通した刑務所出所者等専用求人が利用できます。
④就労奨励金（保護観察所）が利用できます。

＜注意事項＞
本登録の申し込みを行った後、所属事務局等による承認が得て登録完了となります。申し込み
だけでは、職親企業としての登録にはなりません。



協力雇用主登録通知書が紛
失した場合は最寄りの保護
観察所へ相談

最寄りのハローワークで受
刑者等専用求人の登録

所属拠点事務局に提出 約２か月程度で承認 

応募者への
対応

ハローワーク
求人票登録

事務局・
幹事会等
での承認

本登録申込書
提出

職親企業

として活動

【本登録】申込みから登録までの流れ

面接、採用の可否、

採用・不採用の通知

協力雇用主
登録済みを確認

連絡会議・

仕事フォーラム等への参加



本登録
（本部・九州用 詳細は各事務局にお尋ねください）

1.本登録とは、協力雇用主に登録済の企業で職親プロジェクトに参加を

希望する企業

2.提出書類

①申込書

②推薦状

③本登録申請書

④職親プロジェクト約款

⑤提出先⇒ 所属事務局

関西事務局（公社）OMOIYARIプロジェクト

関東事務局 (一社）YOMIGAERIプロジェクト

九州事務局 (一社)ヒューマンハーバーそんとく塾

本部事務局 (一社)ヒューマンハーバーそんとく塾



最寄りの保護観察所
へ相談

連絡会議への参加

仕事フォーラムの参観

職親サポーター
登録申込提出

所属事務局に提出

事務局・幹事会等
での承認

約２か月程度で承認 

協力雇用主登録
を申請

職親企業の活の

サポート開始

【職親サポーター】申込みから登録までの流れ

協力雇用主
登録

本登録申込
ハローワーク
求人票登録

サポーターとして活動
していたが、雇用に取
り組みたい場合は、
協力雇用主登録をお願
いします。



職親サポーター
（例：本部・九州用 詳細は各事務局にお尋ねください）

1.仮登録とは、協力雇用主に未登録で職親プロジェクトに参加を希望

する企業

※協力雇用主登録が完了したら速やかに所属事務局に届けてください。

2.提出書類

①申込書

②推薦状

③サポーター登録申請書

④職親プロジェクト約款

⑤提出先⇒ 所属事務局

 関西事務局（公社）OMOIYARIプロジェクト

 関東事務局（一社）YOMIGAERIプロジェクト

 九州事務局（一社）ヒューマンハーバーそんとく塾

 本部事務局（一社）ヒューマンハーバーそんとく塾



申込書

1.約款・要項を熟読し、職親プロジェクトの規約

および活動内容を十分に理解した上で申し込み

を行ってください。

2.申込書は必ず約款とセットで提出してください。

3.約款とセットで提出することで、約款の記載事

項を承諾したこととなります。

※申込書については、コピーを控えとして自社で

保管ください。



申込書記入例

①約款（６枚組）をセットにして、

申込用紙にホチキス2箇所留めする。

②提出日（投函日）を記入

③代表者印（会社丸印）を押印

①

②

③



推薦状

推薦できる者

1.１年以上職親プロジェクトに参加している職親

企業の代表者（所属都道府県に限らない）

2.所属事務局の代表者

【留意点】

①推薦者は責任をもって推薦をしてください。

②推薦者については、事務局によって幹事企業や事

務局、支部長の推薦のみ受け付ける場合があります。

詳細は各事務局または支部長にお尋ねください。



協力雇用主登録の申請は、事業所所在地

の保護観察所へご確認ください。

申請に必要な書類

①協力雇用主申請書

②登記事項証明書（個人の場合は、

事業実態を証明できる書類）

③役員名簿

④誓約書

⑤その他必要な書類



受刑者等専用求人

→事業所管轄のハローワーク

●矯正施設への受刑者のみ閲覧・応募できる

専用求人（矯正施設の指定可能）

●必ず「職親プロジェクト」の登録企業であ

ることを明記すること

①特記蘭に（職親プロジェクト）と記載すこと
※職種欄に記載でも可

②特記事項に「職親プロジェクトに参加希望を
する方 ○○刑務所 △△少年院」と記載する
事

③できましたら「トライアル雇用」や「受刑者

求人」とは別に職親専用で求人票を作成してハ

ローワークに提出頂くと間違いが少ないです。



刑事施設においては様々な職業訓練を実施しており
資格取得もあります。
施設によって実施されている訓練。取得できる資格
が違いますので、求人を出される際は参考にしてく
ださい。

理容科、介護福祉科、電気通信設備科、美容科、ビル設備管理科、建設躯体工事科、

溶接科、販売サービス科、クリーニング科、船舶職員科、測量科、農業科、自動車整

備科、ビルハウスクリーニング科、ビジネススキル科、建築科、CAD技術科、医療事

務科、情報処理技術科、総合美容技術科、建設機械科、フォークリフト運転科、建築

塗装科、内装施工科



出所者雇用に関する支援制度



刑務所出所者等就労奨励金制度

協力雇用主の登録が必要です

（国の支援制度で職親支援金と併用できます）

⚫ 就労・職場定着奨励金（最長6か月間×月額最大8万円）
刑務所出所者等を雇用した場合に支給

※一定の条件が必要です（保護観察所）

⚫ 就労継続奨励金（3か月×2回（最大12万円））
刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後から支給

※一定の条件が必要です（保護観察所）

⚫ 身元保証制度（最大200万）
身元保証人のない出所者の雇用で被った損害に対する見舞
金（最長１年間）※対象者が事前に申請していないと使え
ません。（保護観察所）

ハローワークの制度

⚫ トライアル雇用制度（最長3か月間×月額4万円）
刑務所出所者等を試行的に雇用した場合に支給

⚫ 職場体験講習（最大2万4,000円）
刑務所出所者等に実際の職場環境や業務を体験させた場合、 
講習委託費として支給

※詳しくは最寄りの保護観察所またはハローワークにお尋ねく
ださい



再犯防止のための教育支援事業
※職親プロジェクト独自の
日本財団寄付型自動販売機による支援

刑務所出所者等の資格・免許取得にかかる費

用を対象者１人につき30万円まで支援。

《対象となる費用例》

⚫ 各種技能資格取得

⚫ 各種講習会受講料

⚫ 普通・中型・大型免許取得

⚫ 高卒認定試験受験料など

【問い合わせ先】

  職親本部事務局

(一社)ヒューマンハーバーそんとく塾



「心のスポンジづくりプログラム」
無料受講制度 教育支援

（職親プロジェクト独自の支援）

刑務所出所者等の社会復帰・就労定着に向け

たプログラムの無料受講

《受講可能者》

⚫ 職親に参加した出所者・出院者

⚫ 職親企業に雇用された服役経験者・出院

経験者

⚫ 職親企業の社員・職員

⚫ その他職親企業が受講を必要と認めた者

【問い合わせ先】

  職親本部事務局

(一社)ヒューマンハーバーそんとく塾



お問合せ先

日本財団職親プロジェクト関西事務局

 

（公社） OMOIYARIプロジェクト 

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目14番5号

TEL：06-6885-5558  
FAX：06-7633-8239

担当都道府県

大阪 滋賀 京都 奈良 兵庫 和歌山

日本財団職親プロジェクト本部事務局

日本財団職親プロジェクト九州事務局 

(一社)ヒューマンハーバーそんとく塾

〒810-0004

福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目10番1号

TEL： 092-406-2446 
FAX：092-406-2468

担当都道府県

―本部事務局―
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形
福島 富山 石川 福井 岐阜 愛知
三重 鳥取 島根 岡山 広島 山口
徳嶋 香川 愛媛 高知

―九州事務局―
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎
鹿児島 沖縄

日本財団職親プロジェクト関東事務局

(一社)YOMIGAERIプロジェクト 

〒410-0022

静岡県沼津市大岡989-6

TEL： 055-962-9490
FAX：055-962-9493

担当都道府県

東京 埼玉 神奈川 千葉 栃木
群馬 茨城 新潟 長野 山梨 静岡
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